
テレワーク環境の整備により振興局職員の勤務環境が変わります！ 

 
１ 概 要 

  道では、道庁における業務改⾰や働き⽅改⾰及びこれらに関係するＩＣＴ
の利活⽤を通じて勤務環境の改善を進める「Ｓｍａｒｔ 道庁」の取組を推進。 

令和４年４⽉、テレワーク、庁内モバイル環境の整備として、職員全員に  
内線スマートフォン（携帯電話）が配付される。 

 
２ 振興局としての対応方向 

（１）更なるテレワークの推進 

   内線スマホと職場で使⽤する PC をテザリングで接続することにより、  
⾃宅、外勤先、出張先での業務実施が可能となるため、これまで以上に職員
のテレワークを推進。 

 
（２）観光情報やワーケーション情報の収集・発信 

   職員⾃らが、地域にどんどん⾶び出し、内線スマホを活⽤して地域の魅⼒
動画や写真を集め、発信する「地域の魅力ライブラリー発信事業※」に取り

組み、⼗勝の観光情報やワーケーション施設等をＨＰやＳＮＳで紹介。 
   ２月２２日（金）には、本格運⽤に先⾏して内線スマートフォンを活⽤し、

道内各地からテレワーク環境や冬観光等の情報を発信するＰＲイベントを

実施予定。 
    ※ 地域の魅⼒ライブラリー発信事業 

      職員が、管内出張や外勤の際に「みんなに教えたい⼗勝の魅⼒」をスマホで撮

り留め、情報発信する取組。R4.3 実証 R4.4 より本格運⽤開始。 
 
（３）ＩＣＴ活用ＷＧの設置 

   更なるＩＣＴ化や内線スマートフォン活⽤に向けて若手職員が中心とな

った「ＩＣＴ活用ＷＧ」を２月に設置予定。若⼿職員が更なる取組推進に向
けた検討を⾏うとともに、検討結果をメンターとして上司に取組を説明す

る研修会の開催など、職員間の様々な世代で知⾒を共有し取組を推進。 
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